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2022年 7月 1日 

 

東京都渋谷区東一丁目 2番 20号 

トランス・コスモス株式会社 

代表取締役共同社長 石見 浩一 

代表取締役共同社長 牟田 正明 

 

 

大阪府大阪市北区梅田 1丁目 2番 2号 

日本直販株式会社 

代表取締役 遠藤 俊  

 

新設分割に係る事後開示書面 

 

当社は、2022 年 5 月 20 日付で作成した新設分割計画書に基づき、2022 年 7 月 1 日を成立

日として、新たに設立する日本直販株式会社（大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 2 番 2 号。以

下「新設会社」という。）に対し、当社が営む総合通販事業を中心とする日本直販事業（物

販事業及び日本直販の顧客を活用した BtoB事業並びにこれら事業に関連するコールセンタ

ー業務を含む。）に関して有する権利義務を承継させるため、新設分割（以下「本新設分割」

という。）を行いました。本新設分割に関し、会社法第 811条第 1項及び会社法施行規則第

209条各号に規定する事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

1 新設分割が効力を生じた日（会社法施行規則第 209条第 1号） 

2022年 7月 1日 

 

2 会社法第805条の2の規定による手続の経過（会社法施行規則第209条第2号） 

本新設分割は会社法 805条に規定する場合に該当するため、会社法第 805条の 2の適

用はありません。 

 

3 会社法第806条及び第808条の規定並びに会社法第810条の規定による手続の経過（会社

法施行規則第209条第3号） 

(1) 会社法第806条の規定による株式買取請求手続の経過 

本新設分割は会社法805条に規定する場合に該当するため、会社法第806条の適用

はありません。 
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(2) 会社法第808条の規定による新株予約権買取請求手続の経過 

該当事項はありません。 

(3) 会社法第810条の規定による債権者保護手続の経過 

当社は、会社法第810条第2項の規定に基づき、2022年5月27日付の官報及び電子公

告において、債権者に対する異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに、

異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

4 新設分割により新設会社が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項（会

社法施行規則第209条第4号） 

新設会社は、本新設分割の成立日である 2022 年 7 月 1 日をもって、当社から当社が

営む総合通販事業を中心とする日本直販事業（物販事業及び日本直販の顧客を活用した

BtoB 事業並びにこれら事業に関連するコールセンター業務を含む。）に関して有するそ

の資産、負債その他の権利義務の一切を承継いたしました。 

 

5 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項（会社法施行規則第 209条第

5号） 

該当事項はありません。 

 

以 上 



2022年 5月 20日

東京都渋谷区東一丁目2番 20号

トランス・コスモス株式会社

代表取締役社長 奥田昌孝

新設分割に係る事前開示書面

当社は、2022年 5月 20日 付で作成した新設分割計画書に基づき、2022年 7月 1口 を成立

日として、新たに設立する日本直販株式会社 (大阪府大阪市北区梅 田 1丁 目 2番 2号。

以下「新設会社」という。)に対し、当社が営む総合通販事業を中心とする日本直販事業 (物

販事業及び日本直販の顧客を活用した BtoB事業並びにこれら事業に関連するコールセンタ

ー業務を含む。)に関して有する権利義務を承継 させるため、新設分割 (以下「本新設分割 J

という。)を行 うこととしましたので、会社法第 803条第 1項および会社法施行規則第 205

条の規定に基づき、下記のとおり開示いたします。

記

1 新設分割計画書の内容 (会社法第 803条第 1項第 2号 )

添付のとおりです。

2 分害1対価の相当性に関する事項 (会社法施行規則第 205条第 1項第 1号 )

(1)本新設分割に際して交付する株式の数およびその株式の割当ての相当性に関する

事項

新設会社は、本新設分割に際して、当社に対し、新設会社の普通株式数 100株を発

行 し、割 り当てます。

なお、交付株式数につきましては、新設会社の株式の全てが当社に割 り当てられる

ことから、これを任意に定めることができるものと認められます。 当社は、新設会

社が承継する資産等の事情、適切な出資単位の設定、その他諸般の事情を 勘案した

結果、上記の株式数が相当であると判断しております。

(2)新設会社の資本金および準備金の額の相当性に関する事項

当社は、新設会社の資本金および準備金の額を、会社計算規則に従い、新設分割計

画書第 5条記載のとお りとすることにいたしました。この取扱いは、新設会社の承継

する資産等および今後の事業活動その他の諸事情を総合的に考慮・検討 し、法令の範

囲内で決定したものであり、相当であると考えております。
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3 分割会社について最終事業年度の末 日後に生じた重要な後発事象 (会社法施行規則第

205条第 1頂第 6号 )

該当事項はありません。

4 新設分割会社の債務及び新設会社の債務 (分割会社が新設分割により新設会社に承継 さ

せるものに限る。)の履行の見込みに関する事項 (会社法施行規則第 205条第 1項第 7

号)

(1)分割会社

当社の 2022年 3月 31日 現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ

150,522百万円及び 74,439百 万円です。

本新設分割により新設会社に承継 させる予定の資産及び負債の額は、それぞれ 368

百万円及び 484百万円です。

よつて、本新設分割の成立日時点における当社の資産の額は、負債の額を十分に上

回ることが見込まれます。また、本新設分割後における当社の収益状況について、債

務の履行に支障をきたすような事態は、現在のところ予測されておりません。従いま

して、本新設分割後における当社の債務の履行に支障はないと見込んでおります。

(2)新設会社

本新設分割により当社から承継する予定の資産及び負債の額は、それぞれ 868百万

円及び 484百万円です。また、当社から新設会社への債務の承継については、免責的

債務引受の方法によるものとしています。

よって、本新設分割の成立日時′点における新設会社の資産の額は、負債の額を下回

ることが見込まれます。もつとも、当社は本新設分割後直ちに新設会社の発行済株式

全部を株式会社悠遊生活に譲渡する予定であるところ、当該株式譲渡実行後に株式会

社悠遊生活のグループ会社から新設会社に必要運転資金の融資が実行される予定で

あり、当該融資をもつて新設会社に承継される債務の支払原資は確保される見込みで

す。また、本新設分割後における新設会社の収益状況について、債務の履行に支障を

きたすような事態は、現在のところ予測されてお りません。従いまして、本新設分割

後における新設会社の債務の履行に支障はないと見込んでおります。

7 事前開示開始日後の上記各事項の変更 (会社法施行規則第 205条第 1項第 8号 )

本事前開示開始日以降、上記事項に変更がありましたら、直ちに開示いたします。

以  上
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新設分割計画書

トランス・コスモス株式会社 (東京都渋谷区東京都渋谷区東一丁目 2番 20号。以下 「甲J

という。)は、新たに設立する日本直販株式会社 (以 下「乙」という。)に対し、甲が営む総

合通販事業を中心とする日本直販事業 イ(物販事業及び日本直販の顧客を活用 した BtoB事業

並びにこれら事業に関連するコールセンター業務を含み、以下「本承継対象事業」という。)

に関して有する権利義務を承継させるため、新設分割 (以 下 「本新設分割」という。)を行

うこととし、次のとおり分割計画書 (以下 「本計画」という。)を作成する。

第 1条 (乙の定款記載事項及び設立時の本店所在場所 )

1.乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他乙の定款で定める事項

は、別紙 1記載のとおりとする。

2.るの設立時の本店所在場所は、大阪府大阪市北区梅田一丁目2番 2号とする。

第 2条 (乙 の設立時取締役の氏名 )

乙の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役  遠藤 俊

第 3条 (承継する権利義務 )

1.本新設分割により、乙が甲から承継する資産、負債、契約その他の権利義務は、別紙 2

「承継権利義務等明細表」記載の権利義務とする。

2,本新設分割による甲から乙に対する債務の承継については、すべて免責的債務引受の

方法による。

第 4条 (乙 が本新設分割に際して交付する株式)

乙は、本新設分割に際し、甲に対し、本新設分割により承継する権利義務の対価として、

乙の株式 100株を発行し、そのすべてを甲に交付する。

第 5条 (資本金及び準備金の額に関する事項)

乙の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 49条及び第 50条に定めるところに従

つて、甲が適当に定める。但 し、乙の設立時の資本金の額は 0円 とする。

第 6条 (成立日)

乙の成立の日 (以 下 「成立日」という。)は、2022年 7月 1日 とする。但し、本新設分

割の手続進行上の必要性その他の事由により、必要があるときは、甲は、これを変更す



ることができる。

第 7条 (競業避止義務 )

甲は、本承継対象事業について、会社法第 21条に基づく競業避止義務を負わないもの

とする。

第 8条 (会社財産の管理等)

甲は、本計画策定後成立日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもつて本承継対

象事業に係る業務の執行及び財産の管理、運営を行 う。

第 9条 (分割条件の変更等)

1.本計画策定後成立日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲の財政

状態若 しくは経営成績又は本承継対象事業の権利義務に重大な変動が生じた場合、又

は本新設分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合には、甲は、本新設分割の条

件その他本計画の内容を変更し、又は本新設分割を中止することができる。

2.本成立日の前日までに、国内外の監督官庁その他の司法・行政機関から本新設分割を適

法に行 うために必要な許認可等が取得されない場合、本計画は効力を失 う。

第 10条 (規定外事項)

本計画に定める事項のほか、本新設分割に必要な事項は、本計画の趣旨に則 り、甲がこ

れを定める。

本計画策定の証として本書 1通を作成 し、甲が記名押印のうえ、甲が原本を保有する。

2022年 5月 20日

甲  東京都渋谷区束一丁目2番 20号

トランス・コスモス株式会

代表取締役社長 奥田昌孝

別 紙

第

第

第

第

第

第

2
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別紙 1定款

定款

第 1章 総則

(商号)

第 1条  当会社は、日本直販株式会社と称する。

(目 的)

第 2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.通信販売及び販売代理業務並びにその他の商取引に関する業務

2.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務

3.前各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3条  当会社は、本店を大阪府大阪市北区に置く。

(機関)

第 4条 当会社は、株主総会及び取締役以外の会社法第 326条第 2項に定める機

関を置かない。

(公告方法)

第 5条  当会社の公告は、電子公告により行 う。但 し、事故その他やむを得ない事

由によつて電子公告による公告をすることができない場合は、日刊工業新聞

に掲載する方法により行 う。

第 2章 株式

(発行可能株式総数)

第 6条  当会社の発行可能株式総数は、 100株 とする。

(株券の不発行)

第 7条  当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

3

(株式の譲渡制限)



第 8条 碧会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を得なければな

らない。

(株主名簿記裁事項の記載等の請求)

第 9条  章会社の株式を取得 した者 (以下 「株式取得者」とい う。)が株主名簿記

載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書

式による請求書に、株式取得者 とその取得 した株式の株主として株主名簿に

記載され、若 しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が記名

押印し、共同して提出しなければならない。ただし、法務省令の定める事由

による場合は、株式取得者が単独で請求することができる。その場合には、

その事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第 10条  当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当

会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、提出しなければなら

ない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第 11条 前 2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけ

ればならない。

(株主の住所等の届出)

第 12条  当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若 しくは代表者

は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社

に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項に

つき、同様とする。

(提出書類に使用すべき印鑑 )

第 13条  当会社に提出する書類には、前条の規定により届出をした印鑑を用いな

ければならない。

(基準 日)

第 14条

(自

第 1

(招

第 1

当会社は、毎事業年度末 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決

権を有する株主 (以下 「基準 日株主」とい う。)を もってヾその事業年度

に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

前項のほか、株主又は登録株式質権者 として権利を行使することができ
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な る者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告 して臨時に基準日

を定めることができる。

3 基準 日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権であ

る場合において、第 1項の株主の権利を害 しないときは、当該基準日後に

株式を取得 した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する

株主と定めることができる。

(自 己株式の取得)

第 15条  当会社は、株主総会の決議によつて特定の株主からその有する株式の全

部又は一部を取得することができる。

2 前項の場合、当該特定の株主以外の株主は、自己を売主に追加すること

を請求することができない。

第 3章 株主総会

(招集 )

第 16条 定時株主総会は、毎事業年度終了後 3か月以内に招集 し、臨時株主総会

は必要に応 じて招集する。

(招集手続)

第 17条  株主総会を招集するには、会 日より1週間前までに議決権を行使するこ

とができる株主に対 して招集通知を発するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使

することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第 298条第 1

項第 3号又は第 4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経る

ことなく開催することができる。

(招集権者及び議長)

第 18条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを

招集 し、議長となる。

2 代表取締役に支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取

締役が株主総会を招集 し、議長 となる。

(決議方法)

第 19条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席 し、

書
常
に

由

当

ら
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出席 した当該株主の議決権の過半数をもつて行 う。

会社法第 309条第 2項に定める決議は、議決権を行使することができ

る株主の議決権の過半数を有する株主が出席 し、出席 した当該株主の議決

権の 3分の 2以上に当たる多数をもつて行 う。

(株主総会の決議の省略等)  .
第 20条  取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合に

おいて、当該提案につき株主 (当 該事項について議決権を行使することが

できる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があつたものとみな

す。

2 取締役が株主の全員に対 して株主総会に報告すべき事項を通知 した場合

において、当該事項を株主総会に報告することを要 しないことにつき株主

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事

項の株主総会への報告があつたものとみなす。

(議決権の代理行使 )

第 21条  株主は、代理人をもつてその議決権を行使することができる◎ただし、

その代理人は当会社の議決権ある株主 1名 に限る。

2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごと

に当会社に提出するものとする。

(株主総会議事録 )

第 22条  株主総会の議事については、法令で定めるところにより、その経過の要

領及びその結果等を記載又は記録 した議事録を作成する。

第 4章 取締役

(員数 )

第 23条 当会社の取締役は、 1名以上とする。

(選任及び解任の方法)

第 24条  取締役は、株主総会において選任する。

2 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数を有する株主が出席 し、出席 した当該株主の議決権

の過半数をもつて行 う。

第
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3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

4 取締役の解任決議は、株主総会において議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数を有する株主が出席 し、出席 した当該株主の議決権

の 3分の 2以上をもつて行 う。

(任期 )

第 25条 取締役の任期は(選任後 2年以内に終了する事業年度の うち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締

役又は前任取締役の任期の満了すべき時までとする。

(取締役の報酬等)

第 26条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、株主総会の決議によつて定める。

第 5章 計算

(事業年度)

第 27条 章会社の事業年度は、毎年 1月 1日 から同年 12月 31日 までの年 1期

とする。

(剰余金の配当)

第 28条  当会社は、株主総会の決議によつて、毎事業年度末口現在の最終の株主

名簿に記載若 しくは記録された株主又は登録株式質権者に対 し、剰余金の

配当を行 う。

(除斥期間)

第 29条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3年を経過 して

もなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第 6章 附則

(最初の事業年度 )

第 30条  当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和 4年 12月 81日

までとする。

|と
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る
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(設立時代表取締役)

第 3'1条  当会社の設立時代表取締役は以下の者とする。

東京都1板橋区蓮根三丁目15番 3号 1■ 07
代表取締役 遠藤 俊

(規定外事項)         Ⅲ′         ,
第 32条  この定款に規1定のない事項は、すべて会社法その他の法令によるものと

する。

本定款は|、 東京都渋谷区東一丁目2番 20号 トランス■童スモス株式会社を新設分

ギ割して当会社を設立するにつき作成したもの|であって、会社分割が効力を生じた日か

ら、これを施行するものとする。                 |
以 上
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別紙 2 承継権利義務等明細表

甲による新設分割 (以下、本別紙において 「本新設分割」という。)によって承継する権

不U義務は、本新諜分割の成立日の直前時 (以下 「基準時」という。)における、以下に記

載する権利義務とする。なお、以下に定める権利義務に付帯関連するものであって、甲が

別途指定したものを追加又は除外することを妨げない。

資産 (知的財産権を除く。)

本承継対象事業に属する以下の資産。但 し、甲が本承継対象事業以外の事業にも使用

しているものを除く。

(1)売掛金

(2)未収入金

(3)商品

(4)貯蔵品

(5)前払費用

(6)その他流動資産 (返品資産)

(7)貸倒引当金

(8)建物付属設備

(0)器具備品

(10)減価償却累計額 (科 ロコー ド2161)

(H)リ ース資産

(12)ソ フ トウェア         f
(13)減価償却累計額 (科 ロコー ド2411)

(14)差入保証金 (堂島セントラルビル )

(15)長期前払費用

2,知的財産権

(1)本承継対象事業に属する別添 A記載の商標権等

(2)商標権等以外で、本承継対象事業でのみ実施している著作権及びノウハウ等の知

的財産権

(3)甲 が本承継対象事業の運営に関して保有する二切の情報及びデータ (個人情報、

顧客情報を含むが、これらに限らない。)

3.負債

本承継対象事業に属する一切の負債

9



なお、以下の各号に掲げる債務及び本承継対象事業に関する、瑕疵修補債務、損害賠

償債務、不当利得返還債務、リコールの実施に関する責任その他これに類する一切の債

務 (法律構成及び甲に知れている債務か否かを問わず、基準時において既発生の債務の

みならず基準時以前の原因に基づく未発生の債務を含む。)を含む。

(1)支払手形

(2)買掛金         '
(3)未払金

(4)未払費用 (正社員 (時間外手当)契約社員 (雑給 。時間外他))

(5)未払費用 (社会保険料会社負担分)

(6)未払費用 (一般経費)

(7)前受金 (通販顧客前受金 )

(8)預 り金 (通販顧客預 り金 (過入金))

(9)預 り金 (源泉所得税)

(10)預 り金 (社会保険料 (正社員・契約社員))

(H)賞与引当金

(12)そ の他流動負債 (返金債務 )

(13)リ エス未払金

(14)資産除去債務 (堂島セントラルビル)

4.契約

本承継対象事業に関して甲が当事者となっている全ての契約 (但 し、基準時において

有効な契約に限る。)における契約上の地位及びこれに基づく権利義務。但 し、本承継

対象事業以外の事業にも関連する契約については、本承継対象事業に関連する契約上の

地位及び権利義務の部分に限る。

雇用契約

本承継対象事業に主として従事する従業員に関する雇用契約及び当該雇用契約に基づ

く契約上の地位及び権利義務。なお、疑義を避けるために付言すると、当該従業員に関

する確定拠出型年金制度及び健康保険制度の本会社分割に伴 う取扱い (年金資産及び年

金負債の取扱いを含む。)は、適用ある法令及び規程の定めに従 う。

以 上

5
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別添 A 本承継対象事業に属する商標権等

商標 1
登録1699733

(商願昭S6-01130■ )
日本直販 日本直販 コ刊、シチョクアヽシ

商 標 2
登録4232965

(商閣霞・Tと09-024889) σ

商標 3
靭 2844■0

(商騒:平09020179) υ
菊

日本直販 三ツポシチョクザヽちチヨク
'ヽ

シ′Eホ )チゴ
"ヽ

シ

商標 4
登録5136971

(商願200,-030915)
口嵐 置簾 日本直販 三ヴボ豹 ′ノプヽ勇彰 ]ク′ヽシ

商標 5
Ξ雷最5935■ 34

(商願2015-108623)
ぐジ勲紗競陶解聴テ

NihonChokuha
n＼ DBpan Dire
ct Marketing

コヽ 方角ク′ヽンチョクプし七うを
'し

く`レクトマーケテイシ
,′ジヤプしディレクトマークテイング′

'イ

レクトマーケテイシ
グ′デイレクトマー′デァイ

"′

夢イレクト′デイレクト

商標 6
登録6089098

(商朧2018「 009478) 騎 日本直販 日本直販 二功ボ豹 ク,ヽ光三ホ)'もクサヽシ,チ]ク′ヽシ

商標 7
議 5523024

(商願2012-028497) 吐息は薔薇 世上息 は議 薇 トイキワ,し

商標 8
磯 6032053

(商願20■ 7-093117) ‖本正【瞭環歳 日本直販楽歳

三ッボシチヨク,ヽシラクリイ
「

ッボシチy〃、シガ朔 ,三ッボ
シチ]ク′し,チョク′ヽシラケけイ′チ]ク′ヽシガクサイ′チ]ク′ヽ

滉フクサイ′ガクサイ

商標 9
登録6232541

(商願2019-054024)

ν
Ｋ
Ａ N占 L §KXRAIL キレール,キテイJレ

商標 10
観 635335■

(蘭眼2020-021411)
購 ヤギゾー′ヤギ

"

慧 匠 1

登録番号 :意-1655568
出願番号 :意匠出願 2019-

014535

実用新案 1
出願番号 :実願2019-003"2
登録番号 :実登3224619

商標 称a, 称 町l

薇標見本区俗   朧
出駆議号ノ登録益号/

国際登録醤号

以  上
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